
島根県地域・職域連携健康づくり推進協議会設置要綱 

 

１．目的 

 がん、心・血管系疾患、精神疾患、歯科疾患、感染症といった様々な健康課題に対する施策は、

壮年期からの疾病予防を含めた健康づくりの観点から、地域と職域で幅広い取り組みが必要であ

る。保健医療専門団体、保険者、職域団体、職域保健関係者、行政機関が連携し、壮年期の健康

づくりを推進することを目的に、島根県地域・職域連携健康づくり推進協議会（以下、協議会）

を設置する。 

 

２．委員 

（１）協議会は、別紙に掲げる機関・団体から推薦された者等をもって構成する。 

（２）委員の任期は２年とする。 

（３）協議事項により、必要に応じ、別紙以外の機関も構成員とすることができる。 

 

３．協議会の役割 

 協議会は、次の役割をもつこととする。 

（１）地域や職域の健康実態の把握と課題分析 

（２）県関係課や保健医療専門団体等健康づくり事業実施者と保険者、労働衛生行政機関や経営

団体との総合調整 

（３）地域や職域への健康づくりに関する情報の発信 

（４）その他、地域と職域が連携した健康づくりの推進に関すること 

 

４．協議事項 

（１）健康実態の把握と課題分析に基づく地域と職域連携した健康づくり施策 

（２）県関係課や保健医療専門団体等健康づくり事業実施者と保険者、労働衛生行政機関や経営

団体との総合調整を担う事業等 

（３）地域や職域への情報発信で取り扱う内容 

（４）小規模事業所における健康づくりの取り組みの推進方策 

（５）その他必要な事項 

 

５．運営 

（１）協議会は年１～２回程度開催とする。 

（２）協議会に座長を置き、座長が会議の進行を行う。 

（３）座長は、構成員の互選とする。 

（４）必要に応じて、実務者レベルによるワーキングチームを設置する。 

（５）協議会の庶務は、島根県健康福祉部健康推進課において処理する。 

 

附則 

 この要綱は、平成１７年６月１５日から施行する。 

 （改正）この要綱は平成１９年２月１３日から施行する。（構成団体の追加） 

 （改正）この要綱は平成１９年６月２９日から施行する。（座長の互選） 

 （改正）この要綱は平成２１年１月１５日から施行する。（構成団体の追加） 

 （改正）この要綱は平成２２年４月２２日から施行する。（構成団体の変更） 

 （改正）この要綱は平成２４年３月１４日から施行する。 

 （改正）この要綱は平成２６年１２月１８日から施行する。（協議会開催回数の変更） 



別紙 

島根県地域・職域連携健康づくり推進協議会構成機関・団体 

 

島根県医師会 

島根県歯科医師会 

島根県看護協会 

島根県栄養士会 

島根県経営者協会 

島根県商工会議所連合会 

島根県商工会連合会 

島根県労働者福祉協議会 

健康保険組合連合会島根連合会 

全国健康保険協会島根支部 

島根県国民健康保険団体連合会 

島根県環境保健公社 

島根県厚生農業協同組合連合会 

島根労働局労働基準部 

島根産業保健総合支援センター 

島根県商工労働部雇用政策課 

島根県健康福祉部障がい福祉課 

島根県健康福祉部薬事衛生課 

島根県保健環境科学研究所 

島根県健康福祉部健康推進課（兼 事務局） 


